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富山県告示第166号 

   富山県民会館の利用料金の額についての一部改正について 

 富山県民会館の利用料金の額について（平成18年富山県告示第 236号）の一部を 

次のように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表の映写設備及び視聴覚機器の項を次のように改める。 
 

 
映
写
設
備
及
び
視
聴
覚
機
器 

スクリーン（ホール・ 304号室用） １張 880 

スクリーン １張 770 
 
プロジェクター（スクリーン及びビデオテープ・ＤＶＤ 
・ＢＤレコーダー付） 
 

１式 
 

2,980 
 

ビデオテープ・ＤＶＤ・ＢＤレコーダー １台 2,200 

デジタル配信設備セット（カメラ１台付） １式 2,580 

デジタル配信設備セット（カメラ２台付） １式 3,600 

                             （文化振興課）  
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富山県告示第167号 

   富山県教育文化会館の利用料金の額についての一部改正について 

 富山県教育文化会館の利用料金の額について（平成18年富山県告示第 237号）の 

一部を次のように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表の映写設備及び視聴覚機器の項を次のように改める。 
 

映
写
設
備
及
び
視
聴
覚
機
器 

スクリーン １張 880 
 
プロジェクター（スクリーン及びビデオテープ・ＤＶＤ 
・ＢＤレコーダー付） 
 

１式 
 

2,980 
 

ビデオテープ・ＤＶＤ・ＢＤレコーダー １台 2,200 

デジタル配信設備セット（カメラ１台付） １式 2,580 

デジタル配信設備セット（カメラ２台付） １式 3,600 

（文化振興課）  

 

 

富山県告示第168号 

   富山県高岡文化ホールの利用料金の額についての一部改正について 

 富山県高岡文化ホールの利用料金の額について（平成18年富山県告示第 238号） 

の一部を次のように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表の映写設備及び視聴覚機器の項を次のように改める。 
 

 
映
写
設
備
及
び
視
聴 

スクリーン １張 880 

スクリーン（移動式） １張 770 
 
プロジェクター（スクリーン及びＤＶＤ・ＢＤレコーダ
ー付） 
 

１式 
 

2,980 
 

ＤＶＤ・ＢＤレコーダー １台 2,200 
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覚 
機 
器 

デジタル配信設備セット（カメラ１台付） １式 2,580 

デジタル配信設備セット（カメラ２台付） １式 3,600 

（文化振興課） 

 

 

富山県告示第169号 

   富山県新川文化ホールの利用料金の額についての一部改正について 

 富山県新川文化ホールの利用料金の額について（平成18年富山県告示第 239号） 

の一部を次のように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表の映写設備及び視聴覚機器の項を次のように改める。 
 

 
映
写
設
備
及
び
視
聴
覚
機
器 

スクリーン １張 880 

スクリーン（移動式） １張 770 
 
プロジェクター（スクリーン及びビデオテープ・ＤＶＤ 
・ＢＤレコーダー付） 
 

１式 
 

2,980 
 

録画システム １式 3,410 

ビデオテープ・ＤＶＤ・ＢＤレコーダー １台 2,200 

デジタル配信設備セット（カメラ１台付） １式 2,580 

デジタル配信設備セット（カメラ２台付） １式 3,600 

（文化振興課） 

 

 

富山県告示第170号 

   富山県民小劇場の利用料金の額についての一部改正について 

 富山県民小劇場の利用料金の額について（平成18年富山県告示第 240号）の一部 

を次のように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月29日 
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                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表の映写設備及び視聴覚機器の項を次のように改める。 
 

 
映
写
設
備
及
び
視
聴
覚
機
器 

スクリーン １張 880 
 
プロジェクター（スクリーン及びビデオテープ・ＤＶＤ 
・ＢＤレコーダー付） 
 

１式 
 

2,980 
 

ビデオテープ・ＤＶＤ・ＢＤレコーダー １台 2,200 

デジタル配信設備セット（カメラ１台付） １式 2,580 

デジタル配信設備セット（カメラ２台付） １式 3,600 

スクリーン（移動式） １張 770 

                             （文化振興課）  
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